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武石委員提出資料 

    食品添加物表示制度に関する検討に当たって 

 

                        平成 31 年 4 月 18 日 

                        一般財団法人 

                        食品産業センター  

                        武石 徹 

 

 食品添加物表示制度に関する検討会の開催にあたり、以下の通り意見を提出

します。 

 先ずは、別添要望書の通り、頻繁な表示制度の変更等に対する流通事業者も含

めた食品事業者の切実な声を受け止め、食品添加物表示制度の検討に当たって

は制度の見直しを前提とすることなく、以下の点を十分に考慮して議論を行う

べきです。 

 

１ 「食品添加物表示」は「食の安全」に関わらない制度と整理すべき 

 食品添加物については、安全性について食品安全委員会の意見を聞き、リスク

評価が行われたものについて、使用基準に従って使用されており、併せて国が国

民一人当たりの摂取量も調査するなど、継続的な安全確保策が講じられていま

す。 

従って、安全性が担保されている「食品添加物表示」は「食の安全」に関わら

ない制度に分類されるべきものであり、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機

会の確保」のための制度と整理すべきと言えます。 

消費者にとって「食品添加物」自体への不安感はある程度あることは事実です 

が、これは表示の問題ではなく、「食品添加物」自体の安全性についての情報や

理解が十分でないことに原因があると考えられます。 

不安感の解消のためには、まず、行政を中心とする消費者とのリスクコミュニ

ケーションによる理解促進が必要と考えます。 

「食品添加物表示」は、「食の安全」に関わるものではなく、消費者の自主的

かつ合理的な食品選択に資する情報の一つとして、消費者のニーズと事業者の

コストや実行可能性を比較考慮して、科学的かつ慎重に検討すべきと考えます。 

 

２ 現在の制度は十分機能しているとみられるので、まずは検証を 

 全ての食品添加物についての表示が平成元年に義務付けられ、現在の食品添

加物表示制度の枠組みが確立してから約 30 年を経過しました。 
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現在の制度は、十分機能しているとみられ、消費者にも定着しており、事業者 

のお客様相談での問い合わせも少ない状況にあります。 

 まずは、消費者庁が行った各種調査結果等により現行の食品添加物表示制度

の検証を丁寧に行い、併せて具体的に食品添加物表示制度に起因する大きな問

題があったのかどうか等の検証をすべきと考えます。 

  

３ 食品表示全体を見通した検討が必要 

 別添の要望書でも強調しているとおり、平成 27 年 4 月から食品表示法の制定 

に始まる毎年にわたる食品表示制度の見直しにより、例えば中堅・大手事業者は

包材の切り替え、原料調達など根拠資料の把握整理、表示関係のデータベース・

システムの見直し等、多大なコスト(人件費含め)と時間を要しています。 

また、中小事業者にとっては、コスト増に加え、複雑化する表示制度への対応

も困難な状況となっており、経営に大きな影響を与えています。 

同時に、個食化の進展等により加工食品の小型化が進む中、食品表示法に基づ

く表示に加え、各種法令によるマーク等、義務表示の増加による情報量が増えて

います。 

これにより、表示の視認性が低下し、消費者はアレルゲンや消費期限等の安全

性に係る重大な表示を見落とし、事故に繋がる恐れが生じています。 

現在、消費者委員会食品表示部会でもこうした懸念に対応すべく、食品表示全

体像についての議論が行われています。 

食品表示は一括表示として全体を消費者が商品選択の際に参考とするもので

あることを考慮し、単に、食品添加物表示を切り取った議論でなく、食品表示全

体を見通した検討が必要であると考えます。 

 

４ 食品表示は食品事業者に対する規制に該当することを前提に議論すべき 

 3 月 19 日に日本経済団体連合会は 2018 年度経団連規制改革要望を公表しま

したが、その中で食品表示関係の規制改革要望が取り上げられており、今後は、

提出した要望の実現に向け、政府に対して積極的に働きかけを行っていくとさ

れています。 

 また、同じ日に経団連から「規制改革の推進体制の在り方に関する提言」も行

われており、規制の見直しの実効性担保や統合的な推進機関の構築等が謳われ

ています。 

 罰則を伴う食品表示は、食品事業者にとって規制そのものであり、規制の事前

評価が米国の食品表示の見直しに際しては行われていることも参考に、今回の 

見直しで規制強化になるような提案については、経団連が提言するように、例え

ば事前評価として定量分析ができるか等も含め科学的な議論を行うべきと考え

ます。  
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５ 食品添加物表示に関する消費者ニーズの的確な把握が必要 

食品表示に関する消費者ニーズの把握については、これまでの表示制度の見

直しに当たり、様々なアンケート調査に加え、消費者団体からのヒアリングを行

うこと等を通じて行われてきています。 

定量的な数値を把握するという点で、アンケート調査は有効な手法と考えら

れますが、一方で、アンケートはその設問の仕方や前後の質問項目等に影響され

るとともに、アンケートに答える消費者がどうしても「あるべき回答」を想定し

て実際の消費行動とは違う回答になる懸念があることは避けられません。 

 このため、消費者庁が現在分析・研究している行動経済学等の新しい理論に基

づく消費者行動の分析や別途の調査で検証すること（例えば、昨年の消費者委員

会第45回食品表示部会で樋口座長代理が指摘されているような手法）等により、

アンケート調査を補完する手法を通じ、消費者ニーズを的確に把握するべきと

考えます。 

 

６ 諸外国の食品添加物制度自体の比較が必要 

資料２の８ページでは食品添加物に関する諸外国の表示制度について、コー

デックスを交えながら比較されています。 

コーデックスの一般問題部会の一つである「食品表示部会」で整理されている

食品添加物の表示制度は、同じ一般問題部会の「食品添加物部会」で整理されて

いる食品添加物の範囲や使用基準、すなわち食品添加物制度を踏まえて整理さ

れています。 

日本の食品添加物表示制度の見直しに当たっては食品添加物の制度との整合

性を図りながら検討すべきであり、単に表示制度だけを諸外国と比較し、見直す

ことにはならないと考えます。 

まずは、日本の食品添加物制度とコーデックスを含めた諸外国の食品添加物

制度との違いを整理した上で、食品添加物表示制度の比較の議論をすべきと考

えます。 

 

 

                            以上 
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(別添) 平成 31 年 4 月 11 日 

消費者庁長官  

 岡村 和美 殿 

 

食品添加物表示制度の検討に向けて（要望） 

 

＜小売事業者団体＞ 

一般社団法人日本スーパーマーケット協会   会 長  川 野 幸 夫 

日本チェーンストア協会           会 長  小 濵 裕 正 

 

＜卸売事業者団体＞ 

一般社団法人日本加工食品卸協会       会 長  國 分 晃 

 

＜製造事業者団体＞ 

一般財団法人食品産業センター        会 長  小 瀬 昉 

食品産業中央協議会             会 長  伊 藤 雅 俊 

全国食品産業協議会連合会          会 長  山 本 隆 英 

 日本ハム・ソーセージ工業協同組合      理事長  福 原 康 彦 

 一般社団法人日本食肉加工協会        理事長  福 原 康 彦 

全国水産加工業協同組合連合会        会長理事 中 山 嘉 昭 

全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会      会長理事 下 村  全 宏 

全国珍味商工業協同組合連合会        理事長  中 村  惠 一 

全国調理食品工業協同組合          理事長  岩 田 功 

全国いか加工業協同組合           理事長  利 波  英 樹 

一般社団法人全国削節工業協会        会長   秋 本  一 壽 

一般社団法人日本鰹節協会          会長理事 高 津 克 幸 

一般社団法人全国すり身協会         理事長  北 上  誠 一 

一般社団法人日本昆布協会          会長   大 西 智 明 

日本わかめ協会               会長   岩 﨑 誠 

日本水産缶詰工業協同組合          理事長  髙 木 安四郎 

日本水産缶詰輸出水産業組合         理事長  髙 木 安四郎 

日本醤油協会                会 長  濱 口 道 雄 

全日本カレー工業協同組合          理事長  江 崎 勝 久 

一般社団法人日本パン工業会         代表理事 飯 島 延 浩 

全日本菓子協会               会 長  川 村 和 夫 
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一般社団法人日本即席食品工業協会      理事長  松 尾 昭 英 

全国製麺協同組合連合会           会 長  大 峯 茂 樹 

全国乾麺協同組合連合会           会 長  高 尾 政 秀 

一般社団法人日本冷凍食品協会        会 長  伊 藤 滋 

 一般社団法人日本惣菜協会          会 長  佐 藤 総一郎 

 一般社団法人全国清涼飲料連合会       会 長  堀 口 英 樹 

  

（公印省略） 
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平素より食品産業に対し格別のご指導・ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

食品添加物表示制度については、今後、そのあり方について、消費者庁が検討

会を設け、検討が進められると承知しております。 

ついては、検討会に向けて、下記の通り要望いたします。 

 

１ 頻繁な表示制度の変更は避けるべき 

2015 年 4 月に施行された食品表示の大幅な改正以降も、2016 年 4 月の製造所

固有記号制度の見直し、2017年9月の加工食品の原料原産地表示新制度の施行、

現在進められている遺伝子組換え表示制度の見直し検討、今後検討の開始が予

定されている食品添加物表示制度の見直しというように、毎年、食品表示制度の

大きな見直しが行われています。 

毎年の見直しについては、例えば中堅・大手事業者は包材の切り替え、原料調

達など根拠資料の把握整理、表示関係のデータベース・システムの見直し等、多

大なコスト(人件費含め)と時間を要しています。また、中小事業者にとっては、

コスト増に加え、複雑化する表示制度への対応も困難な状況となっています。こ

れら負担増は価格上昇の一因となり、消費者にも影響を与えかねません。 

このため、食品添加物表示制度見直しの検討に当たっては、制度の見直しを

前提とすることなく、表示に関する消費者のニーズや制度見直しのメリット、デ

メリットの検証、頻繁な表示制度変更に苦しむ食品事業者の実行可能性に十分

配慮した慎重な検討を要望します。 

 

２ 容器包装上の表示スペースの限界も考慮した検討が必要 

 個食化の進展等により加工食品の小型化が進む中、食品表示法に基づく表示

に加え、各種法令によるマーク等、義務表示の増加による情報量が増えています。 

これにより、表示の視認性が低下し、消費者はアレルゲンや消費期限等の安全

性に係る重大な表示を見落とし、事故に繋がる恐れが生じています。食品表示の

視認性確保に加え、分かりやすさ、表示スペースの有効活用を考慮に入れながら、

消費者と事業者双方のメリットになるような表示全体の見直しが喫緊の課題と

なっており、現在、消費者委員会食品表示部会で全体像の議論が行われていると

承知しております。 

このため、食品添加物表示の検討に当たっては、単に、現行の表示制度の枠組

みで検討するのではなく、容器包装上の表示を義務付ける各種法律を所管する

省庁による調整も行い、アレルゲンや消費期限等、特に安全に係る表示を優先さ

せ、安全に関わらない表示については容器包装上の表示から外し、店内ポップ、

掲示板、ホームページや電話対応等多様な手法で情報提供できるなど、抜本的見

直しを要望します。 
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３ 自主回収の削減に向けた改善が必要 

頻繁な表示制度の変更に伴い、食品事業者が表示を行う際に、単純ミスをする

等の事案が多くなっています。 

現状では、食品表示基準違反などに際しての指導等の指針となる、いわゆる

「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に

係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並びに公表の指針」に基づき

指導する場合、「直ちに表示の是正（表示の修正・商品の撤去）」を行い、「事実

と異なる表示があった旨を、社告、ウェブサイトの掲示、店舗内の告知等の方法

により、速やかに情報提供」しなければなりません。事実上、自主回収をしなけ

ればならなくなっています。 

すなわち、原料原産地や遺伝子組換え表示のように安全性に関わらない表示

上の単純ミスであっても、表示の修正・商品の撤去、社告、ウェブサイトの掲示

などを求める厳しいものとなっており、指導に従うために食品製造業者は単純

ミスの場合でも事実上の自主回収を行なわなければなりません。自主回収は年

間７～８００件にも及び事業者の多大な負担となるだけでなく、食品ロスにも

繋がっています。 

食品ロスの削減という政府の方針も踏まえ、安全性に係らない単純ミスにつ

いては、当指針による指導にあたって、「商品の撤去や社告、ウェブサイトへの

掲載等を求める」との規定の対象外とすることを要望します。 

 

以上 
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